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防災行政無線放送運営委員会を開催しました
林野火災注意報・林野火災警報の運用を決定

　鹿部町防災行政無線運営委員会（委員長：盛田昌彦町長）が２月26日に行われ、全国瞬時警報システム
更新工事の報告、林野火災注意報等の運用に関する審議を行いました。

①全国瞬時警報システム更新工事の完了について
　町では、令和７年度に全国瞬時警報システム（通称：Ｊアラート）の受信機設備関連の機器更新を行い
ました。

（全国瞬時警報システムとは）
　弾道ミサイル情報、緊急地震速報、大津波警報など、対処に時間的余裕のない事態に関する情報を携
帯電話等に配信される緊急速報メールや市町村防災行政無線等により、国から住民まで瞬時に伝達する
システム。

②林野火災注意報・林野火災警報の運用について
　林野火災注意報・林野火災警報の発令、継続、解除に関する放送を次のとおり行うことで決定しまし
た。

※１　午後５時以降の発令・継続・解除は翌日午前９時頃に放送します。

③火災鎮火放送の運用について
　町では、午後８時以降の鎮火放送は翌日午前８時に屋外拡声子局および戸別受信機で放送することで
決定しました。

▼お問い合わせは、役場総務・防災課防災・デジタル推進室（０１３７２－７－２１１１）へ。

南渡島消防事務組合鹿部消防署放送する組織
戸別受信機①放送方法

林野火災注意報
午前９時頃②放送時間
屋外拡声子局および戸別受信機①放送方法

林野火災警報
不定期（発令・解除の都度）　※１②放送時間

月額最大５万円、最大10年間支援
奨学金の返還 町が支援します

　教育委員会では、町で社会への第一歩を踏み出す若者を支援するため、在学中に借りた奨学金の返還
を支援する「鹿部町奨学金返還支援事業」を実施しています。

〇支援内容 
　・支 援 額：月額最大50, 000円 ※１
　・支援期間：最大10年間（120か月）※２・３
　　※１　前年度に返還した奨学金だけを対象に支援します。
　　※２　奨学金の最初の返還日または住民基本台帳に記載された日のどちらか遅い日から起算します。
　　※３　支援の上限は、35歳に達する日以降の最初の３月31日までです。

〇対象となる方
　下記の要件すべてに該当する方が対象となります。
　　①鹿部町に住所があり、今後１年以上継続して居住する見込みがある方
　　②申請年度の３月31日時点で35歳未満の方
　　③奨学金の返還を滞納していない方
　　④町税等の滞納がない方
　　⑤他の助成制度等を受けていない方

〇対象となる奨学金　　　　　　　　　　　　　〇対象となる学校種
　①日本学生支援機構　　　　　　　　　　　　　①高等学校
　②鹿部町奨学金　　　　　　　　　　　　　　　②大学、短期大学、大学院
　③都道府県等が設ける奨学金　　　　　　　　　③高等専門学校
　④その他町長が認める奨学金　　　　　　　　　④専修学校　など

〇申請から交付までの流れ

認定申請
※１年目のみ必要

６月末までに次の書類を子ども教育課窓口へ提出してください。
①「鹿部町奨学金返還支援事業助成金認定申請書」
②卒業(修了・退学)証明書またはこれに準ずるもの
③助成対象の奨学金の返還計画および返還実績を証するもの
※返還すべき奨学金が鹿部町奨学金のみである場合③は不用

翌年５月末までに下記の書類を子ども教育課窓口へ提出してください。
①「鹿部町奨学金返還支援事業助成金交付申請書」
②「誓約書」
③助成対象の奨学金の返還実績を証するもの
④振込先情報がわかる通帳等の写し

受理後、鹿部町から認定通知書を送付

交付申請

受理後、町から交付決定通知書を送付し、８月末までに指定口座に振り込み

２年目以降は交付申請のみ必要です。

▼お問い合わせは、教育委員会子ども教育課総務・学校教育係（０１３７２－７－７２１１）へ。


